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令和８年度茅ヶ崎市役所分庁舎内広告募集要領 

茅ヶ崎市経営総務部資産経営課 



『広告掲載への流れ』 

◆申込期間：令和８年２月２日から令和９年１月２９日まで

◆申込期限：掲載日の１か月前まで

◆申込方法：e-kanagawa による電子申込

：茅ヶ崎市経営総務部資産経営課 

（茅ヶ崎市役所本庁舎５階窓口５番） 

◆注意事項：郵送による提出は受け付けられません。

           

◆納期限：都度定める期日

      

◆広告掲載期間：掲載開始日

～令和９年３月３１日 

広告掲載の申込み及び 

使用許可の申請 

使用許可決定通知書及び 

使用料納付書の送付 

使用料の納付 

広告掲載開始 

（使用開始） 
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令和８年度茅ヶ崎市役所分庁舎内広告募集要領 

広告掲載を希望される方は、次の各事項をお読みのうえ、お申込みください。 

1 広告の掲載場所及び募集件数 

  広告の掲載場所及び募集件数は次のとおりとなります。掲載場所の情報としては、《広

告掲載場所案内図（本要領７ページ）》のとおりとなりますが、掲載場所情報等につきま

しては今後変更になる可能性がありますので、その点ご了承ください。 

掲載場所 
募集件数 掲載場所情報等 

施設名・階数 掲載箇所 名称 

茅ヶ崎市役所 

分庁舎１階 

エレベーター

外扉 

１号機 １件 

北側と南側に出入口あり。南側に

ローソンあり。コミュニティホー

ル（５階・６階）の利用者が多い。

階の状況は広告掲載場所案内図

のとおりです。 

２号機 １件 

茅ヶ崎市役所 

分庁舎２階 

エレベーター

外扉 

１号機 １件 本庁舎との連絡通路あり。階の状

況は広告掲載場所案内図のとお

りとなります。 ２号機 １件 

茅ヶ崎市役所 

分庁舎５階 

エレベーター

外扉 

１号機 １件 コミュニティホールの利用者が

多い。階の状況は広告掲載場所案

内図のとおりとなります。 ２号機 １件 

茅ヶ崎市役所 

分庁舎６階 

エレベーター

外扉 

１号機 １件 コミュニティホールの利用者が

多い。階の状況は広告掲載場所案

内図のとおりとなります。 ２号機 １件 

茅ヶ崎市役所 

分庁舎 

エレベーター

内扉 
１号機 １件 

コミュニティホールの利用者が

多い。各階の状況は広告掲載場所

案内図のとおりとなります。 

2 広告の掲載位置 

  広告を掲載する位置は、《広告掲載位置図（本要領８ページ）》のとおりとなります。 
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3 広告の規格 

(1) 形状及び寸法

広告媒体の形状は、長方形とし、寸法は、横８０㎝、縦６０㎝とします。

(2) 図案及び色彩

図案は《広告図案（本要領９ページ）》のとおりとします。指定部分には、広告図案

のとおりに掲載してください。広告掲載部分には、ご希望の内容の広告を掲載してく

ださい。指定部分の図案については、データをお渡し致します。色彩は、次のとおり

とします。 

ア 指定部分：市が指定する色

イ 広告掲載部分：広告の掲載場所周辺との色合いを損なわないもの

(3) 注意事項

ア エレベーター扉の開閉のために、広告媒体の中心を裁断する必要がありますので、

その旨を考慮に入れた上で、図案を検討してください。裁断位置は、《広告図案の裁

断イメージ（本要領９ページ）》のとおりとなります。 

イ 指定部分の図案については、無断転載等を禁じます。

4 広告掲載の方法（広告媒体） 

(1) 広告掲載の方法としては、広告媒体としてドア用表示フィルム（再剥離タイプ）等を

扉に貼付する方法とします。貼付は、エレベーターの運行に支障がないように行って

ください。また、広告媒体を撤去したときに扉の塗装等の剥離を生じさせないように

してください。

(2) 広告媒体は、剥離等によりエレベーターを利用する者に危害を及ぼす資材等を使用

することはできません。 

5 使用許可（広告掲載）期間 

  令和８年４月１日以降の掲載日から令和９年３月３１日まで 

6 使用料（広告料金） 

(1) 茅ヶ崎市役所分庁舎内１階エレベーター外扉

１件１１，０５０円（月額）

(2) 茅ヶ崎市役所分庁舎内２・５・６階エレベーター外扉

１件１０，２００円（月額）

(3) 茅ヶ崎市役所分庁舎内エレベーター内扉

１件１０，２００円（月額）

7 広告の範囲 

  茅ヶ崎市役所分庁舎内に掲載する広告は、その内容が公共性を損なうおそれのないも

のであって、次の各号のいずれにも該当しないものとします。 
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(1) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律（昭和２３年法律第１２２号）第

２条に規定するもの又はこれに類するもの

(2) 貸金業法（昭和５８年法律第３２号）第２条第１項に規定する貸金業に係るもの

(3) 商品先物取引法（昭和２５年法律第２３９号）第２条第３項に規定する先物取引に係

るもの

(4) たばこ事業法（昭和５９年法律第６８号）第２条に規定する製造たばこに係るもの

(5) 消費者保護の観点からふさわしくないもの

(6) 法律の定めのない医療類似行為に係るもの

(7) 労働者の募集に係るもの

(8) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれのあるもの

(9) 政治団体又は政治活動に係るものと認められるもの

(10) 宗教活動に係るものと認められるもの

(11) 迷信若しくは非科学的と認められるもの

(12) 特定の事項についての主義又は主張に係るもの

(13) 世論が大きく分かれているもの

(14) 個人の宣伝に係るもの

(15) 市政運営に支障があると認められるもの

(16) 暴力団等の非合法組織若しくはその関連企業又は前身が非合法組織であった企業

に係るもの

(17) 名前、写真、談話及び商標、著作物などを無断で使用したもの

(18) 詐欺的なもの、または、いわゆる不良商法とみなされるもの

(19) 前各号に掲げるもののほか、広告の内容又は表現が分庁舎内の指定した場所に掲載

するものとして適当でないと市長が認めるもの

8 広告の掲載ができない者 

(1) 個人である者（独立して自ら事業を営む者を除く。）

(2) 市区町村民税を滞納している者

(3) 前各号に掲げる者のほか、分庁舎内への広告を掲載する者として適当でないと認め

られる者 

9 広告掲載の申し込み等 

(1) 申込期間

  令和８年２月２日から令和９年１月２９日まで 

（平日午前８時３０分から午後５時まで。土曜日、日曜日及び祝祭日は受付を行いません。） 

(2) 申込期限：掲載日の１か月前まで

(3) 申込方法

ア e-kanagawa による電子申請
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イ 茅ヶ崎市経営総務部資産経営課へ書類を持参

(4) 提出書類

ア 分庁舎内広告掲載申請権利申込書（本要領１０ページ）に押印（法人の場合は代

表者印）したもの 

イ 市区町村民税の納税証明書又は領収証書の写し

(ア) 法人の場合

納期限の到来している直近の納税証明書又は領収証書の写し

(イ) 自営業者又は個人の場合

納期限の到来している直近の市区町村民税の納税証明書又は領収証書の写し

※ 納税証明書又は領収証書の写しを提出する場合は、申し込み時にその原本を提

示する必要があります。 

ウ 事業内容を明らかにする書類

会社のパンフレット等

エ 茅ヶ崎市行政財産使用申請書《茅ヶ崎市市有財産規則第１号様式（本要領１１ペ

ージ）》 

オ 本人確認書類（法人の場合は法人登記簿、印鑑証明書の写し等）

カ 広告の版下

実際に広告掲載する色彩で作成したもの。

キ 国、県、市又はその他の団体の許可等を要している場合、その書面の写し

※ 上記カ及びキの書類については、後日提出することができます。

(5) 注意事項

ア 資産経営課へ書類を提出する場合は直接持参してください。郵送による提出は受

け付けていません。 

イ 分庁舎内広告掲載申請権利申込書の広告掲載場所欄の記載は、希望箇所を丸で囲

んでください。 

ウ 使用許可（広告掲載）期間の終期は令和９年３月３１日までとすることとし、始

期はその都度定めるものとします。 

エ 掲載枠の空きが無くなった時点で募集を終了します。

10 広告の内容の修正 

市長は、広告の版下を審査の結果、当該審査に係る広告の内容に修正をすべき箇所が

あるときは、その修正を申請者に求めることができます。 

11 使用許可の決定 

(1) 使用許可の決定については、使用許可をするときはその旨を、使用許可をしないと

きはその旨及び理由を茅ヶ崎市行政財産使用決定通知書により申請者に通知します。 

(2) 次の各号に該当する場合には、使用許可は行いません。

ア 広告の内容が本要領７の各号に該当すると認められるとき。
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イ 申請者が本要領８の各号に該当すると認められるとき。

ウ 申請者が本要領９(4)各号の提出書類を提出しないとき。

エ 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認めるとき。

(3) 使用許可をするときは、許可条件が付加されます。付加される許可条件は、《使用許

可条件（本要領１２ページ）》のとおりとなります。 

12 使用料の納付 

(1) 納付方法

使用許可を受けた者（以下「使用者」という。）は、市の発行する納入通知書により

使用料を納付してください。納入通知書は、本要領１１(1)記載の茅ヶ崎市行政財産使

用決定通知書と同時に送付します。 

(2) 納期限

都度定める期日とします。

13 広告媒体の取り付け 

(1) 使用許可期間の始期日以降の指定した日時に広告媒体の取り付け作業を行ってくだ

さい。作業には市職員が立ち会います。 

(2) 広告媒体の取り付け作業は、市の指導に基づき行ってください。

14 使用者の責任等 

(1) 広告の掲載内容及び広告媒体の管理に関する責任は、使用者が負うものとします。

(2) 広告の制作、掲載及び撤去等は、使用者が自己の負担により行うものとします。

(3) 使用者は、広告掲載について支出した有益費等を市長に請求できません。

(4) 広告の内容に修正すべき箇所があるときは、市の求めに応じ、広告の内容を修正し

てください。 

15 取りやめの申し出 

  広告の掲載を取りやめようとするときは、書面により市長に申し出てください。 

16 使用料の還付 

  既納の使用料の還付は、基本的に行いません。ただし、次の各号に該当する場合には、

その額の全部又は一部を還付することができます。 

(1) 本市において広告の掲載場所を公用又は公共用に供するため、その許可を取り消し、

又はその使用を停止したとき。 

(2) 使用者の責に帰することのできない理由により広告の掲載場所の使用の開始又は継

続ができなくなったとき。 
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17 使用許可財産の原状回復の義務 

  使用者は、使用許可の期間が満了したとき又は使用許可を取り消され、若しくは使用

者が自らの都合により使用許可を取り消したときは、市長が指定する期日までに使用者

の負担により使用許可財産を原状に回復し、返還してください。この場合、届け出てそ

の指揮検査を受けてください。 

18 その他の注意事項 

(1) この要領に定めのない事項については、茅ヶ崎市役所本庁舎及び分庁舎内広告取扱

要綱、茅ヶ崎市市有財産規則、茅ヶ崎市行政財産の用途又は目的外使用にかかる使用

料条例及びその他関係法令の定めるところによります。 

(2) 広告掲載を希望される方は、この要領をよくお読みのうえ、お手続きください。
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《広告掲載場所案内図》 
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相談室 相談室

相談室 相談室

エレベーター

エレベ
ーター

女子

男子

教育委員室

⑥青少年課

⑤社会教育課

エレベ
ーター

④学校教育指導課

⑦教育政策課

elevator

elevator elevator

Juvenile Affairs Section

①教育総務課
Educational General Affairs Section

Educational Policy Section

Social Education Section

②学務課
Academic Affairs Section

③教育施設課
Educational Facilities Section

School Educational Guidance
Section

会議室 会議室

会議室

相談室

エレベーター

エレベ
ーター

女子

男子

身体障害者用トイレ

特別会議室

A会議室

（コミュニティホール）

エレベ
ーター

elevator

elevator elevator

Special Conference Room

Conference Room A

Ｄ会議室
Conference Room D

Ｅ会議室
Conference Room E

Ｆ会議室
Conference Room F

Ｂ会議室

（コミュニティホール）
Conference Room B

Ｃ会議室

（コミュニティ

ホール）
Conference Room C

玄関

身体障害者用トイレ

エレベ
ーター エレベーター

エレベ
ーター

展示室
（市民パソコン
体験コーナー）

女子

売店
Stand

PC Experience Lab. 
For Citizens

elevator elevator

elevator

広告掲載場所 

（右から１・２号機） 

広告掲載場所 

（右から１・２号機） 

広告掲載場所 

（右から１・２号機） 

広告掲載場所 

（右から１・２号機） 

ローソン 

②障がい福祉課 

③地域福祉課 

成年後見 

支援セン
ター・ 

生涯現役

応援窓口 

⑤青少年課 

⑥社会教育課 
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《広告掲載位置図》 

(1) 分庁舎エレベーター配置図（外）

10cm

  ●   ●

1
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210cm

車
椅
子
用
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｜
タ
｜

210cm

50cm

110cm 110cm

100cm 100cm

50cm 50cm 50cm

【１号機】 【２号機】

【広告掲載部分】 【広告掲載部分】
【広告掲載部分】 【広告掲載部分】

(2) 分庁舎エレベーター扉（内） ※令和８年度においては 1 号機内のみ募集（2 号機内は募集対象外） 

2
1
0
c
m

【２号機内】【１号機内】

1
0
c
m

1
0
c
m

50cm

100cm 100cm

50cm 50cm 50cm

【広告掲載部分】
【広告掲載部分】

【広告掲載部分】
【広告掲載部分】

中心から１㎝ずつ、１㎜程度の段差有り。
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《広告図案》 
60cm

【
指

定
部

分
】

10
cm

80cm
50
cm 【広告掲載部分】

（裁断イメージ） 

【
指
定
部
分
】

40cm 裁断位置

80cm

60cm

10
cm

50
cm 【広告掲載部分】



10 

第１号様式(第７条関係)

  (あて先)茅ヶ崎市長

申込者 住所又は所在地

氏名又は名称及び代表者氏名

電話番号 （　　）

　広告掲載期間

　広告掲載場所 (1) 茅ヶ崎市役所分庁舎１階エレベーター外扉
１号機　・　２号機

(2) 茅ヶ崎市役所分庁舎２階エレベーター外扉
１号機　・　２号機

(3) 茅ヶ崎市役所分庁舎５階エレベーター外扉
１号機　・　２号機

(4) 茅ヶ崎市役所分庁舎６階エレベーター外扉
１号機　・　２号機

(5) 茅ヶ崎市役所分庁舎　エレベーター内扉
１号機

　申込み件数

　添付書類

件

□ 市町村民税の納税証明書（写し）

□ 事業内容を明らかにする書類

分庁舎内広告掲載申請権利申込書

　　年　　月　　日　

印　

　分庁舎内の広告掲載に係る行政財産の目的外使用の許可を申請する権利について、次のとお
り申し込みます。

年　　月　　日から 年　　月　　日まで
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第1号様式(第18条関係)

 (あて先)茅ヶ崎市長

　住所

　氏名

　次のとおり申請します。

行政財産の目的外使用

　茅ヶ崎市茅ヶ崎一丁目１番１号

□ 土　地 □ 地　目 □ 地　積 ㎡

■ 建　物 □ 構　造 □ 床面積 ㎡

□ ■ エレベーター扉（横800mm×縦600mm）

□ 広告の版下

□ 本人確認書類（法人の場合は法人登記簿、印鑑証明書等の写し）

茅ヶ崎市行政財産使用申請書

　　年　　月　　日

申 請 目 的

名 称

申 請 財 産

申 請 者

所 在 地

(使用の目的・使途等)

申 請 理 由

　　年　　月　　日　から 年　　月　　日まで　　日間

　茅ヶ崎市役所分庁舎　　階

エレベーター（内・外）扉　　号機

添 付 書 類

広告掲載のため

申 請 期 間
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《使用許可条件》 

１ 使用許可財産は、広告掲載のために使用し、その他の用途に供してはならない。 

２ 使用者は、使用料を市の発行する納入通知書により、その指定する納期限までに納

入しなければならない。 

３ 使用許可財産を転貸し、又は使用権の譲渡をしてはならない。 

４ 使用許可財産は、常に善良なる管理者の注意をもって維持保存しなければならない。 

５ 使用者は、市長の承認がなければ使用許可財産の原状を変更してはならない。 

６ 使用者は、その責に帰する理由により使用許可財産をき損したときは、市の指示に

従い、すみやかに原状を回復し、または損害を賠償しなければならない。 

７ 使用期間中であっても、市において必要が生じたとき又は許可条件に違反する行為

が認められるときは、市はただちに使用許可の取り消しをすることができる。 

８ 使用期間中であっても、茅ヶ崎市役所本庁舎及び分庁舎内広告取扱要綱第１１条第

１号、第２号又は第４号に該当するときは、市はただちに使用許可の取り消しをする

ことができる。 

９ 使用者は、広告の内容に修正すべき箇所があるときは、市の求めに応じ、広告の内

容を修正しなければならない。 

１０ 広告の掲載内容は、使用許可の申請時に提出した広告の版下の内容を掲載するものと

する。 

１１ 広告の掲載内容及び広告媒体の管理に関する責任は、使用者が負うものとする。 

１２ 広告の制作、掲載及び撤去等は、使用者が自己の負担により行うものとする。 

１３ 使用許可が満了したとき若しくは使用廃止し、又は使用許可を取り消しされたときは

自己の負担によりすみやかに使用許可財産を原状に回復し、返還しなければならない。

この場合、届け出てその指揮検査を受けなければならない。 

１４ この許可条件に定めのない事項については、茅ヶ崎市役所分庁舎内広告募集要領（令

和４年度分募集）、茅ヶ崎市役所本庁舎及び分庁舎内広告取扱要綱、茅ヶ崎市市有財産規

則、茅ヶ崎市行政財産の用途又は目的外使用にかかる使用料条例及びその他関係法令の

定めるところによる。 
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【問い合わせ先】 

〒253-8686 

茅ヶ崎市茅ヶ崎一丁目１番１号 

茅ヶ崎市経営総務部資産経営課資産経営担当 

℡：0467-81-7116（直通） 


